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実証運行結果のまとめ

本格運行に向けた実施方針

＜利用状況＞

• 運賃制度や乗降場所などのサービス改善も行ってきたが、大きな変化は見られなかった。

• 通学定期保持者プランの利用も多く乗り継ぎ利用はスムーズに行われていると考えられる
が、特に一般利用ではまだ十分に浸透していない可能性もある。

• 観光利用も一定数あり、地元観光関係団体を巻き込んだ利用促進も必要である。
また、小学校・中学校や倉吉市体験型教育旅行誘致協議会などとも連携した利用促進なども
今後検討が必要（本格運行に向けた愛称募集、脱炭素の取組も含めた環境学習等）

＜運行形態＞

• もともと２路線が運行していたことなどから２台体制による運行を行ってきたが、１台体制
で賄える利用状況であり、持続可能な運行に向けては１台を有効に活用していくことが望ま
しい。

• また、これまでの実証運行は日本交通株式会社に運行主体として担っていただいてきたが、
ドライバー不足の中で、持続可能な運行形態として、住民ドライバーの活用を検討する必要
がある



3本格運行時の運行計画

項目 内容

本格運行 2026年4月より予定

運行主体 運営協議会を設立予定（調整中）

運行車両
１台　※予約状況に応じて追加で１台を稼働(受付係による運行を想定）

　市所有の車両：キャラバン、アウトランダー各１台

運行区域
関金地区内（自宅、指定の乗降地点で利用可能）

※実証実験中にフリー乗降（自宅、指定の乗降地点以外）で利用のあった地点を乗降地点として追加予定

運行日・時間 平日、土日祝日　9:00の乗車～17:00の降車まで（12:30～13:30は運休）　※年末年始は運休

受付係
実証運行と同様の体制

　人員：集落支援員1名　営業時間：9:00-17:00（11:30～12:30は休憩）

ドライバー ・関金地区内の地域住民　・関金地区内に勤務する者　又は交通事業者へ運行委託

運賃

定額乗り放題プラン 3,000円

路線バス定期保持者プラン　

1dayフリーパス 800円（利用状況を確認し、金額を検討）

一乗車 400円　（子ども（小学生まで）や障がい者は半額）

回数券　（1乗車400円×６枚綴の回数券を2,000円で販売）

　※運賃の変遷について次頁に掲載

運賃収受

の方法

受付係で回数券・定期券を販売

ドライバーによる収受

キャッシュレス決済対応の検討

（このほかにも、回数券・定期券は観光案内所や郵便局での販売も今後検討）



4関金乗合タクシー運賃の変遷

券種 説明 ～令和7年6月 令和7年7月～

① 定額乗り放題プラン • 1か月定額乗り放題の乗車券
　※子ども（中学生まで）や障がい者は半額

月額4,000円 月額3,000円

　  家族割 • 家族で①に加入すると、2人目以降は1,000円割引 月額３,000円 廃止

② 定額乗り放題ファミリープラン • 家族の代表者1人の登録で、同一世帯全員が追加料金
なしで利用可能（同時利用は不可）

- 月額5,000円

③ バス定期保持者プラン • 関金地区内発着の路線バス定期を保有している方が
対象

無料 無料

④ 1dayフリーパス
• 1日乗り放題の乗車券
　※子ども（中学生まで）や障がい者は300円

1日500円 １日500円

⑤ 1乗車運賃
• 1回乗車ごとの運賃
　※子ども（中学生まで）や障がい者は半額

設定なし 1乗車：400円

⑥　回数券 • 1乗車400円×６枚綴の回数券 設定なし ６枚綴：2,000円

＜これまでの運賃改定の変遷＞

券種 説明 令和8年4月～

① 定額乗り放題プラン
　　※ファミリープランは廃止

• 1か月定額乗り放題の乗車券
　※子ども（小学生まで）や障がい者は半額

月額3,000円

② バス定期保持者プラン • 関金地区内発着の路線バス定期を保有している方が
対象

無料

③ 1dayフリーパス
• 1日乗り放題の乗車券
　※子ども（小学生まで）や障がい者は300円 １日800円（検討中）

④ 1乗車運賃
• 1回乗車ごとの運賃
　※子ども（小学生まで）や障がい者は半額 1乗車：400円

⑤　回数券 • 1乗車400円×６枚綴の回数券 ６枚綴：2,000円

＜本格運行時の運賃案＞



5運転手の募集について

項目 内容

勤務時間
午前（8:30～13:00）と午後（13:00～17:30）の2シフトに分けることを検討

　※シフト時間内には点呼の時間も含む

従事内容

関金庁舎で点呼を受ける

配車に応じて運行（運行がない場合は庁舎周辺で待機）

車両の日常点検・清掃

運行終了後に報告

契約 運行主体からの運行委託契約による謝礼支払を検討

報酬案

基本報酬制：1シフト4.5時間　5,000円程度（8:30～13:00・13:00～17:30）　時給約1,100円換算

シフトには点呼の時間も含める

運行主体からの運行委託契約、謝礼支払い（ドライバー個人で確定申告が必要）。

募集規模

目標人数：5名程度

（15日程度運行できるドライバーを採用する想定。毎日１台運行する場合1月で30日分の運行があり、一人

当たり約６日間運行）

募集条件

年齢：26歳以上75歳未満（※年齢制限は要検討）

居住：関金地区在住または勤務の方

資格：普通自動車第一種または第二種運転免許証を保有し、且つ取得後２年以上経過していること

　※以下のいずれかに該当する方は、法令により運転者になることができません。（一部抜粋）

過去2年以内に、免許停止処分を受けたことがある方

過去3年以内に、死亡事故または重傷事故等を起こしたことがある方

勤務：月８日（15シフト）以上勤務可能

連絡：携帯電話を保有していること

その他：運行委託契約後、原則1年間はドライバー業務に従事すること。

国土交通大臣認定講習および運行に関するレクチャーを受ける（講習費は運行主体が負担し、最寄りの

開催地（米子自動車学校）で受講を想定）



6運転手の募集について

ドライバー業務に関するアンケート調査（ドライバー募集）：2025年10月14日より実施中



7運行主体と事業形態

項目 【案A】 【案B】 【案C】 【案D】

運行主体 一般社団法人 運営協議会 倉吉市 交通事業者

概要

脱炭素先行地域づくりで検討して

いる「1市2町主導で設立する非営

利型一般社団法人（令和8年7月下

旬に設立予定）」が運行主体となる。

倉吉市、地区振興協議会等で「関金

乗合タクシー運営協議会（仮称）」を

設立し運行主体となる。

「倉吉市」が運行主体となる。

「交通事業者」が運行主体となり、

運転者は事業者と雇用契約を締結

して運行する。

事業形態 自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）
一般乗合旅客自動車運送事業（区

域運行）の輸送力補完のための 

自家用自動車の有償運送の許可

メリット

将来的に目指すシュタットベ

ルケ構築の足掛かりとなる

（周辺市町との連携、電力な

ど他事業との連携など）

関金地区振興協議会等の参

画が可能で、まちづくり活動

との連携も行いやすい。

運行経費を抑えることができ

る。

新たな協議会等の設立が不

要となる。

安定した運行が可能

将来的に目指すシュタットベ

ルケ（みらい電力が運行主体

となる仕組み）への移行がし

やすい可能性がある。

現在実証中の乗合の営業区

域としての申請を活用可能

デメリット

1市2町が関係するため調整

に時間を要する可能性があ

る。

北谷・高城地区（一部、脱炭素

先行地域のエリア外）も含め

た方向性の検討が必要であ

る。

より地域主体の意味合いが

強くなるため、構成会員の役

員等への負担が増える可能

性がある。

住民の主体性が薄れる。

一度、市が運行主体となると、

将来的に目指すシュタットベ

ルケ（みらい電力が運行主体

となる仕組み）への移行が困

難になる可能性がある。

運行事業者と運転者との間

に雇用契約を結ぶ必要があ

る。

同一制度を活用した事例は

全国的にもまだ少なく、持続

可能性などについて調査や

支局確認が必要

ドライバー 運行主体が直接雇用または交通事業者に運行委託 交通事業者が雇用

運行管理
運行管理責任者・整備管理責任者を選定（車両5台以上で資格必要）

事業者協力型自家用有償運送の場合は交通事業者に委託。そうでない場合は、運行主体から選出
交通事業者が実施

本格運行に向けた実施方針


